
７　鉱区税に関する調

８　狩猟税に関する調
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合 計 123
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　所得割額の納付を要する者 - 1,612 25,095

①　うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 16,500円×1/4

②　うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 16,500円×3/4

③　法附則32条第1号に該当するもの 16,500円×1/2 181 1,484

④　法附則32条第2号に該当するもの 16,500円×1/2

⑤　 上記に該当しないもの 16,500円 1,431 23,611

　所得割額の納付を要しない者 - 696 7,056

⑥　うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 11,000円×1/4

⑦　うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 11,000円×3/4

⑧　法附則32条第1号に該当するもの 11,000円×1/2

⑨　法附則32条第2号に該当するもの 11,000円×1/2

109 599

⑩　上記に該当しないもの 11,000円 587 6,457
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　所得割額の納付を要する者 - 7 57

⑪　うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 8,200円×1/4

⑫　うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 8,200円×3/4

⑬　法附則32条第1号に該当するもの 8,200円×1/2

⑭　法附則32条第2号に該当するもの 8,200円×1/2

⑮　上記に該当しないもの 8,200円 7 57

　所得割額の納付を要しない者 - 8 38

⑯　うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4

⑰　うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4

⑱　法附則32条第1号に該当するもの 5,500円×1/2

⑲　法附則32条第2号に該当するもの 5,500円×1/2

⑳　上記に該当しないもの 5,500円 6
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　所得割額の納付を要する者 - 1,587 12,169

㉑　うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 8,200円×1/4

㉒　うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 8,200円×3/4

㉓　法附則32条第1号に該当するもの 8,200円×1/2 206 845

㉔　法附則32条第2号に該当するもの 8,200円×1/2

㉕　上記に該当しないもの 8,200円 1,381 11,324

　所得割額の納付を要しない者 - 756 3,792

㉖　うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4

㉗　うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4

㉘　法附則32条第1号に該当するもの 5,500円×1/2

㉙　法附則32条第2号に該当するもの 5,500円×1/2

131 354

㉚　上記に該当しないもの 5,500円 625 3,438

5,500円×1/4

- 114

①　　～　　㉟　　の　　合　　計 - 4,780 48,815

㉞　法附則32条第2号に該当するもの 5,500円×1/2
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608

㉛　うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの

107㉟　　上記に該当しないもの 5,500円

㉝　法附則32条第1号に該当するもの 5,500円×1/2

589

㉜　うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4

7 19

0 0

(千メートル) (千メートル) (千メートル) 


